
 

 令和４年度 冬季一般入学者選抜試験（３年コース） 

小論文試験問題 
 

 

注意事項 

⒈ 開始の合図があるまで，開かないこと。 

⒉ この問題冊子は７枚綴り，問題は片面に印刷されている。 

⒊ この問題冊子は持ち帰ること。 

⒋ 解答用紙は必ず提出すること。 

⒌ この試験の問題は，ただ１つ特定の正解が存在することを前提とするものではない。また，

解答者の思想・信条を問うものではない。 

 

解答記入上の注意 

⒈ 解答は，黒，青，ブルーブラックのボールペン（プラスチック製消しゴム等で消せないもの）又

は万年筆で記入しなさい。 

⒉ 解答は横書きにして，原則としてマス目に１字記入しなさい。 

⒊ 加筆・訂正・削除は，その記入方法も含めて自由とする。ただし，修正液・消しゴムなどを

使用してはならない。 

⒋ 加筆・訂正・削除をした場合は，それらを含めて，完成後の答案が字数の制限内に収まるよ

うにしなさい。 

⒌ 読みやすい答案となるよう心掛けなさい。 
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問  題 

 

次の文章は、樋口陽一『リベラル・デモクラシーの現在』(岩波新書、２０１９年)から抜粋した文章で

ある。これを読んで、以下の問いに解答しなさい。 

（〔問１〕〔問２〕〔問３〕〔問４〕の配点割合は、2：2：3.5：2.5）。 

 

 

 幕末から明治にかけての変革は、アジアの一角で近代国民国家としての統一を完成させました。それを

駆り立てたモチーフは、西欧列強の外圧に対して軍事力をどう整備するか、それを支える経済をどう構築

するか、ということでした。譬
たと

えを繰り返せば軍艦と工場ということになります。 

 当時、幕末から「和魂洋才」という言葉が盛んに使われ、問題とされていました。もともと「和魂漢才」

という言葉があって、菅原道真の遺訓とされているものです。平安文化自身が和魂漢才でした。日本固有

の「魂」の上に中国の「才」、圧倒的に先進的な水準に達していた中国の文化をとり入れる、というのが

和魂漢才でした。 

 和魂漢才の場合、漢「才」は中国の学問全般です。技術というよりは、むしろ知の全般なのです。例え

ば漢文の詩と和歌でしょう（『和漢朗詠集』）。しかし１９世紀の和魂洋才の「洋才」として、多くの人は

もっぱら技術＝テクノロジーを考えたでしょう。至上命題は富国強兵であり、工場と軍艦なのですから。

しかし実は、同じテクノロジーでも、ものつくりの技術だけがあるのではなくて、社会テクノロジーとい

うものがある。わけても法テクノロジーというものがあるはずです。現実にも、東京大学では法学部と工

学部が一番目、二番目にできています。大学に即して言えば、まさに技術テクノロジーと、ソーシャル・

テクノロジーとしての法テクノロジーは、同じように必要だという認識があったわけです。 

 工学部型の技術の場合にも、「洋才」を「洋魂」と切り離して輸入できるか、という問題はあるでしょ

う。法学部的技術の場合は一層、洋魂を全く無視してそれが成り立ち得るかという大きな問題があるので

す。「和魂洋才」という一つのコンセンサスを前提にしたとしても、①洋才の中に②洋魂が混じりこむこと

をどこまで認めるのか、あるいは最初から洋才の滲 入
しんにゅう

に対する防壁を作っておくのか、という問題と言

ってもいい。これは憲法ではないのですけれども、民法制定のプロセスで、代表的な憲法学者だった穂積

八束が余りにも有名な言葉を残しています。「民法出でて忠孝亡ぶ」と。法テクノロジーとして民法とい

うものを西欧風に倣ってつくらなければいけないけれども、最初に準備された民法の案は、穂積の立場か

ら言うと和魂を亡ぼすものと見られた。それが「民法出でて忠孝亡ぶ」の意味でした。 

 

 憲法自身に引きつけて言いますと、１８８９年憲法の第一条以下の本文は洋才の条文化でした。その洋

才から完全には引き剝がすことのできない洋魂をどうするか。機械と違って人間社会の行動に関わるテ

クノロジーです。機械テクノロジーなら当面その工場の中での運営、軍艦の中での操舵術は直接には洋魂

とはかかわりなく行えるにしても、法テクノロジーの場合にはそうはいかない。憲法の本文は同じ洋才だ

けれども、ここで穂積八束と美濃部達吉の二つの全く対照的な立場が、解釈運用の上で出てくるのです。

帝国憲法発布時に東京帝国大学の憲法講座を担当し、正統学説の立場に在った穂積八束は、 
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一国ノ憲法ハ一国固有ノ国体、政体ノ大法ナルカ故ニ、一国独立ノ解釈アルヘシ……此ノ見地ヨリシテ

一切外国ノ事例及学説ニ拘泥セサルヲ主義トス。 

 

と、教科書（『憲法提要』（上）、１９１０）で明快に宣言しています。それに対して、 

 

〔帝国憲法は〕大体に於て西洋の諸国に共通する立憲主義を採用して居る……憲法の解釈に於ても必

ず此主義を基礎としなければならぬ。 

 

というのが美濃部の教科書（『憲法精義』 １９２７）です。洋才を積極的に受容し、その際、「此主義を」

というのですから、「主義」という洋魂も決して排除するものではない、ということになりましょう。そ

の対照が見事なまでに出てきています。 

 １８８９年憲法についてさきに述べた通り、第一条以下の本文の前に置かれた「告文」、そして憲法発

布勅語は、和魂の要素で貫かれています。学界から政界、宮中にまで受け入れられ大正デモクラシーを支

えた美濃部学説が一転して弾劾された１９３５年から４５年までの時期には、本文の条文には一切手を

加えることなしに、しかしその運用はまさに「告文」、そして憲法発布勅語が示すような、その意味での

和魂一本やりで推し進められた、ということになりましょう。 

 そのように、洋才と言っても二つの洋才、和魂から全く切り離しても取り敢えずは動かせる洋才と、和

魂と簡単には切り離せない要素を含む洋才がある、ということです。このことについて、面白い文章があ

ります。 

 

 知識人の孤立という問題文脈の中で紹介した、哲学者カール・レヴィットの１９４０年『思想』論文の

中の一節です。 

 

ヨーロッパ的文明は必要に応じて着たり脱いだりすることのできる着物ではなく、着た人のからだの

みならず魂までも自分に合はせて変形せしめる気味わるい力を持つたものである。 

 

 だからこそ、和魂が侵されそうになると、それに対する拒絶反応が噴出します。１９３５年の国体明徴

に関する政府声明（第二次）は、「漫
ミダ

リニ外国の事例学説を援
ヒ

イテ」「神聖ナル我国体ニ悖
モト

」るものとして

美濃部学説を弾劾し、「万邦無比ナル我国体ノ本義ヲ基トシ其真髄ヲ顕揚スルヲ要ス」というものでした。

美濃部が依拠した洋才は、その中に不可避的に含まれている洋魂の要素を含めて、１９１０年前後の天皇

機関説論争以後、いわば公認の学説としての力を持っていたのです。もちろん、それに対する排除の力は

地下でうごめいていたにしても。それが一挙に１９３５年に吹き出して、国体明徴声明の文章通りの事態

が起こってしまうのです。 

 

 さて、改めて世界を見渡しましょう。１９４５年以降、とりわけ１９６０年代から先ほど取り上げた１

９８９年という区切りまでの間、経済発展という洋才がもう一つの洋才、リベラル・デモクラシーという
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ものを自ずと世界に広げていくだろう、という楽観が一時支配します。東西の接近、そして、南の一部に

過ぎなかったにしても、南の側での経済発展があった。「雪解け」という言葉はもっぱら東西関係につい

て言われたわけですけれども、南の側のあからさまな独裁がリベラルな方向に変わっていくことへの期

待も、かなりの範囲で共有された時期でした。 

 しかし実は１９８９年は、一方ではリベラル・デモクラシーの勝利でもあったのですけれども、他方で

はすでにその時点で、レヴィットの言う「気味わるい力」を持った魂＝洋魂を敬遠する、あるいはあから

さまに拒否するイリベラルな方向が、世界規模で広がり始めます。 

 『ル・モンド』誌の論壇に著名な人類学者モーリス・ゴドリエが、２１世紀の経済大国、中国、インド

について、そしてトルコにも触れていましたが、「和魂洋才」という言葉も使って、明治日本がそのお手

本的な意味を持っている、という⾧いインタヴュー記事を寄せました（２０１８・６・１２別頁１ʷ３

頁）。 

 ゴドリエは、「われわれは西洋の優越の終りを生きているのだ」という客観的認識に立っており、西洋

化ぬきの近代化をよしとする価値判断をしているのではありません。その上でのこととして、wakon 

yosai「和魂洋才」という言葉に、キーワードの意味を持たせているのです。しかしそこでは、工場と軍

艦という洋才に加え、洋魂と完全には切り離すことができないようなもう一つの洋才があり、幕末から明

治初期にかけての日本は、それにも取り組んでいたのだ、という面がとらえられていません。彼は、岩倉

使節団（１８７１ʷ７３）にも言及しています。しかしその点でも、明治政権の発足直後、移動政府と言

ってもよいほどの顔ぶれを網羅した使節団が何を見たか、『米欧回覧実記』（（一）ʷ（五）、岩波文庫）の

筆者である久米邦武の筆は、洋魂と切り離すことのできない要素を含む、もう一つの洋才のことも見事に

とらえていました。 

 

 『米欧回覧実記』は広く知られていますので、ここでは別の例を挙げましょう。岩倉使節団より１０年

以上前、１８６０年に日米修好通商条約批准書交換のため渡米した幕府使節団正使・新見豊前守の従臣と

して加わった玉蟲左太夫（１８２３ʷ６９）が、仙台藩主に献上した『航米日録』（『日本思想大系 ６６

巻 西洋見聞集』）です。渡米時の玉蟲は藩籍を脱し江戸で林復斎の知遇を得、その人脈と交って志を深

めていました。帰国後は仙台藩士の身分に復して藩校養賢堂の指南統取となり、藩主侍講・大槻盤渓とと

もに藩の枢機にかかわり、その中で戊辰戦争の収集をめぐる藩論の混迷に巻き込まれて不本意な切腹を

せざるを得なくなるのですが、彼の『航米日録』は、著者の鋭い、そして奥行きある観察眼を後世に残し

てくれています。 

 幕府正使の従臣という身分の、いわば低い目線からの観察は、「蒸気車」の機構の細部から庶民の世情

にまで細かく及んでおり、その中で、かの地の政治の機構について、簡明に本筋をつかんでいます。例え

ば、 

 

會盟・戰伐・黜陟・賞罰等の事。衆と會議して。其見る處の多きを以て決す。縦ひ大統領と雖とも。必

す一意を以て決して。私を行ふを得す。……國例に至りては。衆部の行ふ處にして。縦令大統領と雖と

も、庶民と共に之を守りて。犯す能はす。（巻之五） 
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 外交や宣戦、そして官職の任免（ 黜 陟
ちゅつちょく

）や賞罰までも、政権の⾧が勝手にできず「衆と会議して」決

めるのだということ。国例つまり立法が「庶民」と同様大統領自身を拘束するものなのだということ。そ

れをきちんと見ぬいていることに、あらためて感心してよいでしょう。何しろ、今なお、「法の支配」と

か「法治国家」という言葉を、もっぱら「庶民」に向けて、“気に入らなくても決まっていることだから

従え”という意味で使う人たちが、少なくないのですから。 

 

 玉蟲にとって、「洋才」は、大砲と軍艦と洋風建築だけではなかったのです。加えて、彼が藩主に献上

した『日録』は「巻之七」で終っていますが、「公然之を言うは固より不可」にしても「之を削去るも亦

惜む」という思いから「敢て他人に示すには非す」として書き置いた「巻之八」があり、そこでは、「洋

才」の奥にひそむ「洋魂」をも読みとっています。航海中に亡くなったアメリカ人水夫を「船将」みずか

らが情を尽して葬る様子に感動し、それにひきかえ「禮法愈厳」な「我國」は「凶事などあればとて外面

にて悲歎するのみ」で、「萬一緩急あらは誰れか力を盡すへきや」と憂えています。その反面、暴風に遭

遇した時の「船将」の行動について、こう書いています。 

 

……彼は固より禮譲に薄けれと。辛苦・艱難・吉凶・禍福衆と同くし。更に彼是上下の別なく。況や褒

賞の速なる此の如し。是以て緩急の節は。各力を盡して身を忘る。其國盛なるも亦故ある哉。⾧官たる

者宜しく心を用ゆべし。 

 

 目上の者に叩頭拝礼する礼譲には薄くとも、人間としての連帯が危急を救う、というのです。まさし

く、其の国盛なるもまた故あるかな。 

 

 そういうふうに、決して単純に和魂洋才、丸ごと和魂と丸ごと洋才ということで議論を進めることはで

きないような多面体のすがたを、幕末・明治の日本は持っていました。それに対し、ゴドリエが日本との

関連で引き合いに出している中国、インド、トルコはいずれも、かつて大帝国であり、まさに「洋才」に

よって植民地支配という苦しい過去を経験せざるを得なかった共通点を持っています。そうであるだけ

に、２１世紀の現在、リベラル・デモクラシーという意味での洋才に対し、これら諸国の指導者たちが、

それをあからさまに拒否するという立場を鮮明にしていることには、背景があるのです。 

 それに引き換えて明治の日本は、大帝国としての過去を持ちながらも洋才によって屈辱的な支配下に

置かれた中国、インド、トルコとは対照的に、そういう経験を持たなかった。それだけに、尊王「攘夷」

と言っても、洋才に対する彼らのような深いトラウマはなかったはずです。そうであったにもかかわらず

１９３５ʷ４５年の日本は、洋才の二つの面の一方--洋魂と完全には切り離すことのできない面--の可能

性を敢えて切り捨てることによって破滅した、というのが歴史の大きな構図でしょう。その破滅のシンボ

ルが、まさに「昭和維新」であったわけで、そのような背景を持つ「維新」という言葉を無邪気に使う現

代政治があるということも含めて、私たちは何度でも自分たち自身の歴史をきちんと踏まえる必要があ

りましょう。 

 

 さて、明治の洋才は洋魂を完全に締め出すわけにはいかなかった、ということに繰り返し触れてきまし
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た。それなら、実は洋才なるものの根っこにある洋魂はどういうものなのか。 

 論理化された思想を西欧憲法思想史の中で典型的に挙げれば、ジョン・ロック（１６３２ʷ１７０４、

『完訳 統治二論』加藤節訳、岩波文庫）ということになりましょう。しかし同時に、ロックに先立つト

マス・ホッブズ（１５８８ʷ１６７９、『リヴァイアサン』(１)ʷ(４)、水田洋訳、岩波文庫）が、私に言

わせれば重要です。近代以前の政治思想が、あるいは伝統というもの、あるいは神の意を受けた支配者の

意思、そういうものによって統治を正当付けるのに対して、ホッブズが、諸個人の取り結ぶ約束、つまり

契約によって社会の成り立ちを説明するという一つの大転換をしたのです。出来上がった国家という社

会は、リヴァイアサンという怪物になぞらえるほど強力なものでありましたけれども、しかしその出自は

人々の、諸個人の約束事というフィクションによって説明されるものでした。 

 だからこそ、ホッブズ自身が、リヴァイアサンを「この死すことある神」(mortal God)になぞらえてい

るのです。契約の所産ですから契約解除という論理があります。そう簡単に解除できないということもホ

ッブズの論理は含んでいるのですけれども、契約の所産であればその契約は解除され得る。そういう人間

の意思に基づく人為的構成物が国家なのだ、ということです。ホッブズについては、権力を預けた個人の

側からの抵抗権が究極の場合にあり得るか、ホッブズの抵抗権ありや否や、という専門家の間で論じ続け

られてきた論点があります。ロックはいってみればそれを表に引き出して、個人の意思に基づく契約であ

る以上契約解除の可能性、つまり服従しない可能性があり、究極的な場合には抵抗権へと論理がつながっ

てゆく。こうして抵抗権の論理が表面に出てくるということになります。そういう文脈の中でとらえられ

た「個人」が、洋魂の根っこにあるのです。 

 

 １８８９年帝国憲法だけのことではなく、一般に、憲法の条文にまるごと「個人」という字面が出てく

るということはありません。そうであるだけに、１８８９年憲法の下での知識人の格闘が展開するので

す。「国体」が和魂に支えられ、そして和魂の根本にあるのが、醇 風
じゅんぷう

美俗です。国体と醇風美俗の相互連

関の中で堅固なものとされる和魂。それとの知識人の格闘が、私たちに多くの示唆を与えます。１９４６

年憲法で、憲法の条文そのもの、１３条に引き出された「個人」という観念は、それだけに大きな重みを

もっているのです。ポツダム宣言に言う「日本における民主主義的傾向の復活強化」の核心としての重み

があるということです。 

 〔中略〕 

 しかし、幕末・明治の初め以降、「個人」という観念がいかに重要かを説く言説が繰り返されてきたの

は、実は③それが社会にすっぽりと受け入れられてはいないからだという事実、これが憲法論にとっては

一番肝心のことなのではないでしょうか。 

 

 

 ＊醇風美俗……人情に厚く美しい生活態度、風俗習慣をいう。特に家制度を前提とする日本の社会生活

において、人々の守るべき規範、慣習の理念型として⾧く持続されてきたもので、明治以後の近代国家の

指導者は、この観念を国民教育の指導理念の一つとして政治支配体系にまで導入していた。教育勅語は醇

風美俗の徳目化の典型例である。『ブリタニカ国際大百科事典』より。 
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〔問１〕 

 下線部①「洋才」につき、この文章ではどのような内容をもつ用語として用いられているか。文中の言

葉を使いつつ２００字以上３５０字以内で説明しなさい。 

 

〔問２〕 

 下線部②「洋魂」につき、この文章ではどのような内容をもつ用語として用いられているか。文中の言

葉を使いつつ、「和魂」とも対比しながら、２００字以上３５０字以内で説明しなさい。 

 

〔問３〕 

 下線部③「それが社会にすっぽりと受け入れられてはいないからだという事実」は、和魂の根本にある

醇風美俗との関係で、現代日本社会において例えばどのような場面で現れているか。５００字以上８００

字以内で説明しなさい。 

 

〔問４〕 

 問３であなたが指摘した現代日本社会の問題に対して、あなたが法曹の立場ならどのような役割を果

たせる(果たすべき)と考えるか。文章の趣旨を踏まえつつ、３５０字以上５００字以内で解答しなさい。 

 

 

【解答作成上の留意点】 

Ⅰ 本問は、解答者の思想や信条を問おうとするものではない。また、法知識の有無を問おうとするもの

でもない。 

Ⅱ 〔問１〕〔問２〕〔問３〕〔問４〕は、それぞれ独立のものとみなして採点する。必要な場合には、他

の解答欄に記述したことでも繰り返して記述しなさい。 
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【出題趣旨】 

 〔問 1〕は、⾧文読解力および表現力を問う問題である。この文章において「洋才」という語は、やや多

義的に用いられている。文脈に即してその内容を正確に把握しつつ、規定の文字数で簡潔に表現する能力

が要求される。 

 〔問 2〕も、⾧文読解力および表現力を問う問題である。この文章において「洋魂」という語は、最後の

方で解き明かしが行われているが、そこに至るまでの過程で随所に現れている。「和魂」との対比でその

内容を理解し、規定の文字数で論理的に説明してもらいたい。 

 〔問 3〕は、我が国の「醇風美俗」とされるものとの対比で「個人」という観念が十分に日本社会で受け

入れられていないさまを、時事問題を踏まえつつ説得的に説明してもらうことを意図している。 

 〔問 4〕は、〔問 3〕で分析した現代日本社会の問題に関し、法曹を目指す立場の視点から、具体的な対処

方法を思考し、的確に表現する能力を評価するものである。問題文の趣旨と無関係の問題を採り上げ、抽

象的な対応を提示するにとどまる答案は、高評価につながるものではない。 
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